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出
雲
国
造
神
賀
詞
の
神
話

瀧　
　

音　
　

能　
　

之

一
、
問
題
の
所
在

　

出
雲
大
社
の
祭
祀
を
掌
る
出
雲
国
造
が
、
代
々
、
朝
廷
に
参
向
し
て
奏
上
す
る
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
問
題
点
が
指

摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
点
に
関
し
て
は
、
近
年
よ
う
や
く
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
い
ま
だ
に
多
く
の
謎
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
み
か
、
研
究
す
る
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い

も
の
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
含
ま
れ
る
神
話
に
関
係
す
る
部
分
へ
の
考
察
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
手
つ
か
ず
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
史
料
的
な
制
約
が
多
く
、
な
か
な
か
検
討
対
象
と
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
い
う
現
実
的
な
状
況
が
あ
る
。

　

し
か
し
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
な
か
の
神
話
部
分
は
、
出
雲
国
造
に
と
っ
て
大
変
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら

の
祖
先
が
、
い
か
に
天
皇
家
に
対
し
て
功
績
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
力
説
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
実
質
的
な
点
で
い
う
な
ら
ば
、「
出
雲
国

造
神
賀
詞
」
を
奏
上
す
る
眼
目
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
そ
の
神
話
部
分
が
、
非
常
に
特
徴
的
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
神
話
部
分
は
、
国
譲
り
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
に
国
譲
り
と
い
う
と
、『
古
事
記
』
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や
『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
る
国
譲
り
神
話
が
想
起
さ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
神
話
は
、
地
上
の
支
配
者
で
あ
る
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
が
自

分
の
支
配
領
域
を
高
天
原
に
譲
り
渡
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
天
皇
家
に
よ
る
日
本
支
配
の
正
統
性
を
の
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
記
・
紀

の
な
か
で
も
、
こ
の
国
譲
り
神
話
と
そ
れ
に
続
く
天
孫
降
臨
神
話
は
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
国
譲
り
神
話
に
お
い
て
、
一
族
の
祖
先
が
天
皇
家
に
功
績
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
こ
と
は
、
強
い
ア
ピ
ー
ル

に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
イ
ン
パ
ク
ト
も
強
烈
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
出
雲
国
造
が
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
な
か
で
国
譲
り
神
話
を
と
り

あ
げ
た
こ
と
は
大
い
に
有
効
で
あ
り
、
意
図
に
つ
い
て
も
十
分
に
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
る
ほ
ど
、
記
・
紀
の
国
譲
り
神
話
を
み
る
と
、

高
天
原
か
ら
地
上
へ
国
譲
り
の
た
め
の
使
者
と
し
て
最
初
に
遣
わ
さ
れ
る
の
は
、
出
雲
国
造
の
祖
で
あ
る
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
と
な
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、地
上
へ
降
っ
た
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
は
三
年
の
間
、高
天
原
へ
の
復
奏
を
し
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
は
、

国
譲
り
の
使
者
と
し
て
の
役
目
を
忠
実
に
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
な
か
で
は
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
は
と
そ
の
子
の
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
は
ま
こ
と
に
迅
速
に
国
譲
り
の
役

目
を
果
た
し
た
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い

う
の
は
、
出
雲
国
造
が
朝
廷
に
お
も
む
い
て
奏
上
す
る
の
が
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
自
分
達
の
祖
先
神
を
悪
く
い

う
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
が
朝
廷
に
お
い
て
奏
上
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
考
慮
す
る

な
ら
ば
、
記
・
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
異
な
る
内
容
、
そ
れ
も
国
譲
り
神
話
と
い
う
重
要
な
部
分
に
お
い
て
、
記
・
紀
と
相
違
す
る
内
容

を
の
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
も
思
わ
れ
る
。「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
な
か
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
出
雲
国
造
に
よ
る
仮

託
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
国
譲
り
神
話
の
場
面
に
お
い
て
、
記
・
紀
と
は
ま
っ
た
く
違
う
内
容
を
奏
上
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
し
か
し
、
実
際
に
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
明
確
な
理
由
づ
け

を
お
こ
な
っ
た
も
の
は
、
管
見
の
限
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
記
・
紀
の
国
譲
り
神
話
と
「
出
雲
国
造
神

賀
詞
」
の
国
譲
り
の
部
分
を
再
吟
味
し
て
、
両
者
の
相
違
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
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二
、
記
・
紀
の
国
譲
り
神
話

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
記
・
紀
の
国
譲
り
神
話
を
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
を
中
心
と
し
て
再
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
最
初
に
『
古
事
記
』
の
当
該
条
を

み
る
な
ら
ば
、

　
　

 

天
照
大
御
神
之
命
以
。豊
葦
原
之
千
秋
長
五
百
秋
之
水
穗
國
者
。我
御
子
正
勝
吾
勝

速
日
天
忍
穗
耳
命
之
所
知
國
。言

賜
而
天
降
也
。

於
是
。
天
忍
穗
耳
命
於
天
浮
槗
多

志
此
三
字

以
音
。

而
詔
之
。
豊
葦
原
之
千
秋
長
五
百
秋
之
水
穗
國
者
。
伊
多
久
佐
夜
藝
弖
此
七
字

以
音
。

有
那

理
此
二
字
以
音
。

下
效
此
。

吿
而
。
更
還
上
。
請
于
天
照
大
御
神
。
尓
髙
御
產
巢
日
神
。
天
照
大
御
神
之
命
以
。
於
天
安
河
之
河
原
神
―

集
八
百
万

神
集
而
。
思
金
神
令
思
而
詔
。
此
葦
原
中
國
者
。
我
御
子
之
所
知
國
。
言
依
所
賜
之
國
也
。
故
以
―

爲
於
此
國
道
速
振
荒
振
國

神

之
多
在
。
是
使
何
神
而
。
將
言
趣
。
尓
思
金
神
及
八
百
万
神
議
。
白
―

之
天
菩
此
神
。
是
可
一

遣
。
故
遣
天
菩
此
神
者
。

乃
媚
―

附
大
國
主
神
。
至
于
三
年
。
不
復
奏
。　

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
が
豊
葦
原
之
千
秋
長
五
百
秋
之
水
穂
国
、
す
な
わ
ち
、
地
上
は
自
分
の
子
で
あ
る
ア
メ
ノ
オ
シ

ホ
ミ
ミ
神
が
支
配
す
る
国
で
あ
る
と
し
て
、天
降
り
さ
せ
て
い
る
。
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
神
は
天
浮
橋
に
立
っ
て
地
上
を
み
わ
た
し
た
と
こ
ろ
、

大
変
、
騒
々
し
く
み
え
た
の
で
高
天
原
へ
も
ど
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
に
こ
の
こ
と
を
報
告
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神

が
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
の
命
を
う
け
て
神
々
を
天
の
安
の
河
原
に
召
集
し
て
神
議
り
し
た
結
果
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
を
地
上
へ
派
遣
す
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
は
天
降
っ
た
ま
ま
三
年
間
、
復
奏
し
な
か
っ
た
と
あ
る
。

　

こ
の
あ
と
、『
古
事
記
』
で
は
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
を
派
遣
す
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
八
年
間
、
復
奏
を
怠
っ
た
と
あ
る
。
そ
の
た
め
、
三
番
目

と
し
て
天
降
っ
た
の
が
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
神
と
ア
メ
ノ
ト
リ
フ
ネ
神
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
神
は
、
出
雲
の
稲
佐
の
小
浜
に
天
降
り
し
て
、
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
神
に
国
譲
り
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
は
、
子
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
神
に
国
譲
り
の
諾
否
を
委
ね
て
し

ま
う
。
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
神
が
国
譲
り
に
同
意
し
た
の
ち
、
他
に
子
は
い
な
い
か
と
問
わ
れ
た
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
は
、
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
神
が
い
る

（
1
）
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こ
と
を
告
げ
る
。
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
神
は
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
神
の
よ
う
に
簡
単
に
国
譲
り
に
は
同
意
せ
ず
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
神
と
の
力
競
べ
を
要
求

す
る
。
し
か
し
、タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
神
に
全
く
及
ば
ず
、逆
に
逃
げ
出
し
た
と
こ
ろ
信
濃
国
の
諏
訪
湖
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
。

そ
こ
で
、
国
譲
り
に
よ
う
や
く
讃
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
経
過
を
へ
て
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
も
つ
い
に
国
譲
り
に
同
意
す
る
こ
と
の
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
『
古
事
記
』
に
み
え
る
国
譲
り

神
話
で
あ
る
。
次
に
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
っ
て
国
譲
り
神
話
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、『
日
本
書
紀
』
の
本
文
を
み
る
と
、

　
　

 

天
照
太
神
之
子
。
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穗
耳
尊
。
娶
高
皇
產
靈
尊
之
女
栲
幡
千
千
姫
。
生
天
津
彥
彥
火
瓊
瓊
杵
尊
。
故
皇
祖
高
皇

產
靈
尊
。
特
鍾
憐
愛
以
崇
養
焉
。
遂
欲
立
皇
孫
天
津
彥
彥
火
瓊
瓊
杵
尊
以
爲
葦
原
中
國
之
主
。
然
彼
地
多
有
螢
火
光
神
及
繩

聲
邪
神
。
復
有
草
木
咸
能
言
語
。
故
高
皇
產
靈
尊
召
―

集
八
十
諸
神
。
而
問
之
曰
。
吾
欲
令
撥
―

平
葦
原
中
國
之
邪
鬼
。
當
遣
誰

者
宜
也
。
惟
爾
諸
神
勿
―

隱
所
一

知
。
僉
曰
。
天
穗
日
命
是
神
之
傑
也
。
可
不
試
歟
。
於
是
俯
順
衆
言
。
卽
以
天
穗
日
命
往
平
之
。

然
此
神
侫
―

媚
於
大
己
貴
神
。
比
―

及
三
年
尙
不
報
聞
。
故
仍
遣
其
子
大
背
飯
三
熊
之
大
人
。
大
人
。
此

云
于
志
。

亦
名
武
三
熊
之
大
人
。
此
亦
還

順
其
父
。
遂
不
報
聞
。　

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神
が
地
上
に
派
遣
す
る
神
に
つ
い
て
神
々
に
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
が
選
ば
れ

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
神
は
、
三
年
た
っ
て
も
高
天
原
に
復
命
し
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
子
の
オ
オ
ソ
ビ
ノ
ミ
ク
マ
ノ
ウ
シ
（
タ
ケ

ミ
ク
マ
ノ
ウ
シ
）
を
巡
遣
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
神
も
ま
た
父
と
同
様
に
復
命
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神
は
、
今
度
は
誰
を
派
遣
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
を
神
々
に
は
か
り
、
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
が
良
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
も
高
天
原
に
復
命
を
果
た
す
こ
と
な
く
、
次
に
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
神
に
よ
っ
て
フ
ツ
ヌ
シ
神
が
推
薦
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
フ
ツ
ヌ
シ
神
に
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
神
を
そ
え
て
地
上
に
派
遣
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
上
で
は
ま

ず
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
神
が
国
譲
り
を
承
諾
し
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
も
こ
れ
に
従
う
こ
と
に
な
る
。

（
2
）
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以
上
が
『
日
本
書
紀
』
の
本
文
に
み
ら
れ
る
国
譲
り
神
話
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
の
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
八
つ
の
「
一
書
」、
す
な

わ
ち
、
別
伝
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
八
つ
の
一
書
の
う
ち
、
第
一
の
一
書
、
第
二
の
一
書
、
第
六
の
一
書
は
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』

の
本
文
に
み
ら
れ
る
内
容
と
類
似
し
た
部
分
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
一
書
に
つ
い
て
も
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し

た
い
。

　

ま
ず
、
第
一
の
一
書
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、

　
　

 

一
書
曰
。
天
照
大
神

天
稚
彥
曰
。
豐
葦
原
中
國
。
是
吾
兒
可
王
之
地
也
。
然
慮
有
殘
賊
强
暴
橫
惡
之
神
者
。
故
汝
先
住
平
之
。

乃
賜
天
鹿
兒
弓
及
天
眞
鹿
兒
矢
遣
之
。
天
稚
彥
受

來
降
。
則
多
娶
國
神
女
子
經
八
年
無
以
報
命
。
故
天
照
大
神
乃
召
思
兼

神
問
其
不
來
之
狀
。
時
思
兼
神
思
・
而
吿
曰
。
宜
且
遣
雉
問
之
。
於
是
從
彼
神
謀
。
乃
使
雉
往
候
之
。
其
雉
飛
下
。
居
于

天
稚
彥
門
前
湯
津
杜
樹
之
杪
而
鳴
之
曰
。
天
稚
彥
何
故
八
年
之
間
未
有
復
命
。　

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
が
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
に
使
者
の
役
を
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
は

八
年
た
っ
て
も
復
命
し
な
か
っ
た
と
あ
る
。

　

そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
展
開
に
な
る
か
と
い
う
と
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
が
ヨ
ロ
ズ
ハ
タ
ト
ヨ
ア
キ
ツ
ヒ
メ
を
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
め
あ
わ
せ
て
地

上
に
天
降
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
天
浮
橋
に
立
っ
て
地
上
を
み
て
、
ま
だ
地
上
は
乱
れ
て
い
る
と
い
っ
て
高
天
原
へ

も
ど
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
あ
ら
た
め
て
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
と
フ
ツ
ヌ
シ
神
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
上
で
コ

ト
シ
ロ
ヌ
シ
神
が
国
譲
り
に
同
意
し
、
オ
オ
ク
シ
ヌ
シ
神
は
こ
の
こ
と
を
二
神
に
報
告
し
、
こ
の
結
果
、
国
譲
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
神
の
役
割
が
大
き
い
と
い
う
特
徴
を
指
摘
で
き
よ
う
。

　

次
に
、『
日
本
書
紀
』
の
第
二
の
一
書
を
み
て
み
よ
う
。

　
　

 

一
書
曰
。
天
神
遣
經
津
主
神
。
武
甕
槌
神
使
平
―

定
葦
原
中
國
。
時
二
神
曰
。
天
有
惡
神
。
名
曰
天
津
甕
星
。
亦
名
天
香
背
男
。

請
先
誅
此
神
。
然
後
下
撥
葦
原
中
國
。
是
時
齋
主
神
號
齋
之
大
人
。
此
神
今
在
乎
東
國
檝
取
之
地
也
。　

（
3
）
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4
）
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こ
れ
が
該
当
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
神
話
と
は
少
し
異
な
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
み
る
な
ら
ば
、
ア
メ
神
（
天
神
）
が

フ
ツ
ヌ
シ
神
と
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
神
に
天
降
り
を
命
じ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
二
神
は
、
天
に
ア
マ
ツ
ミ
カ
ホ
シ
と
い
う
悪
神
が
い
る
こ
と

を
の
べ
、
ま
ず
、
こ
の
神
を
誅
伐
し
て
か
ら
天
降
り
た
い
と
願
い
で
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
の
経
過
を
負
う
な
ら
ば
、
地
上
に
降
り
た

二
神
が
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
に
国
譲
り
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
は
、
二
神
に
対
し
て
、
自
分
、
す
な
わ
ち
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
神
に
従
う
た
め
に
地
上
へ
き
た
の
で
は
な
い
か
と
逆
に
つ
め
よ
り
、
国
譲
り
に
は
同
意
で
き
な
い
と
答
え
る
。
そ
こ
で
、
フ
ツ
ヌ
シ
神

ら
は
高
天
原
に
も
ど
っ
て
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神
が
あ
ら
た
め
て
命
令
を
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神
は
、
オ
オ

ク
ニ
ヌ
シ
神
の
主
張
も
認
め
、
顕
界
を
皇
孫
が
治
め
、
幽
界
を
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
が
治
め
る
よ
う
に
と
命
じ
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
の
た
め
の
宮

殿
な
ど
の
施
設
の
造
営
を
約
束
し
、
さ
ら
に
、

　
　

又
當
―

主
汝
祭
祀
者
天
穗
日
命
是
也
。
於
是
大
己
貴
神
報
曰
。　

と
の
べ
、
オ
オ
ナ
ム
チ
神
、
す
な
わ
ち
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
の
祭
祀
を
掌
る
神
と
し
て
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
を
指
命
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
タ
カ
ミ
ム

ス
ヒ
神
の
配
慮
を
受
け
入
れ
て
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
は
国
譲
り
に
同
意
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
、『
日
本
書
紀
』
の
第
六
の
一
書
を
み
る
な
ら
ば
、

　
　

一
書
曰
。（
前
略
）
時
高
皇
產
靈
尊

曰
。
昔
遣
天
稚
彥
於
葦
原
中
國
。
至
今
所
―

以
久
不
來
者
。
蓋
是
國
神
有
强
禦
之
者
。　

と
あ
っ
て
、
天
孫
降
臨
の
さ
い
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神
が
昔
、
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
を
地
上
に
派
遣
し
た
が
、
い
ま
に
な
っ
て
も
久
し
く
復
命
し
て
こ

な
い
と
語
っ
て
い
る
。

　

以
上
が
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
る
国
譲
り
神
話
の
関
連
部
分
に
つ
い
て
の
紹
介
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
一
般
に
国
譲
り
神
話

と
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
細
か
に
み
る
と
、
高
天
原
の
司
令
神
が
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
で
あ
っ
た
り
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神
で

あ
っ
た
り
と
相
違
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
相
違
は
、
天
降
る
神
や
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
を
は
じ
め
と
す
る
地
上
の
神
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
大
筋
と
し
て
は
共
通
し
て
い
る
点
も
な
く
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
異
同
を
ふ
ま

（
5
）

（
6
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え
て
、
次
に
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
中
で
展
開
さ
れ
る
国
譲
り
神
話
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

三
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
国
譲
り
神
話

　

出
雲
国
造
に
よ
っ
て
奏
上
さ
れ
た
の
が
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
で
あ
る
。
奏
上
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
か
ら
天
長

十
年
（
八
三
三
）
に
い
た
る
ま
で
の
一
五
例
が
、『
続
日
本
記
』、『
類
聚
国
史
』、『
日
本
後
紀
』、『
続
日
本
後
紀
』、
と
い
っ
た
史
料
か
ら
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
一
五
例
は
史
料
か
ら
い
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
以
前
や
天
長
十
年

（
八
三
三
）
以
降
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
ま
た
、
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、「
出
雲

国
造
神
賀
詞
奏
上
の
起
源
と
そ
の
背
景
」
に
お
い
て
、
史
料
上
の
初
見
で
あ
る
霊
亀
二
年
の
奏
上
を
も
っ
て
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
奏
上
の
開

始
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
お
い
て
は
従
来
、
国
家
側
か
ら
の
要
求
と
し
て
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
奏
上
を

と
ら
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
否
定
し
て
、
出
雲
国
造
で
あ
っ
た
出
雲
果
安
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
。
そ

し
て
、
出
雲
果
安
に
協
力
し
た
人
物
と
し
て
、
当
時
、
出
雲
守
で
あ
っ
た
忌
部
子
首
に
注
目
し
た
。
忌
部
子
首
は
、
壬
申
の
乱
の
功
労
者
の
一

人
で
あ
り
、
天
武
朝
で
は
帝
紀
お
よ
び
上
古
の
諸
事
を
記
録
・
校
定
す
る
メ
ン
バ
ー
の
一
人
に
選
ば
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
の
天
武
天
皇

一
〇
年
（
六
八
〇
）
三
月
七
日
条
に
み
え
る
こ
の
記
事
は
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
ス
タ
ー
ト
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
忌
部
子
首
は
い
わ
ば

天
武
両
道
を
兼
ね
備
え
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
が
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
か
ら
開
始
さ
れ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
奏
上
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
た
め
て
、『
続
日
本
紀
』
の
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）

二
月
一
〇
日
条
を
み
る
な
ら
ば
、

　
　

 

出
雲
国

造
外
正
七
位
上
出
雲
臣
果
安
。
斎
竟
奏
神
賀
事
。
神
祇
大
副
中
臣
朝
臣
人
足
。
以
其
詞・

奏
聞
。
是
曰
。
百
官
斎
焉
。
自

（
7
）



駒沢史学78号（2012） 8

果
安
至
祝
部
。
一
百
一
十
余
人
。
進
位
賜
禄
各
有
差
（
傍
点
、
引
用
者
）

と
あ
る
の
み
で
、
ど
の
よ
う
な
「
詞
」
で
あ
っ
た
か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
在
、
み
る
こ
と
の
で
き
る
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
は
、『
延

喜
式
』
巻
八
の
祝
詞
の
篇
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
延
長
五
年
（
九
二
七
）
に
撰
録
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
に
み
ら
れ

る
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
を
も
っ
て
、
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
に
奏
上
さ
れ
た
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
と
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
て
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
み
ら
れ
る
国
譲
り
神
話
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、

　
　

 

高
天
乃
神
王
高
御
魂
命
乃
皇
御
孫
命
爾
天
下
大
八
嶋
國
乎
事
避
奉
之
時
出
雲
臣
等
我
遠
「
祖
」
天
穗
此
命
乎
國
體
見
爾
遣
時
爾
天
乃
八
重
雲
乎
押

別
弖
天
翔
國
翔
弖
天
下
乎
見
廻
弖
返
事
申
給
久
、
豐
葦
原
乃
水
穗
國
波
晝
波
如
五
月
繩
水
沸
支
夜
波
如
火

光
神
在
利
。
石
根
木
立
靑
水
沫
毛
事

問
弖
荒
國
在
利
。
然
毛
鎮
平
弖
皇
御
孫
命
爾
安
國
止
平
久
所
知
坐
之
米
牟
止

申
弖
己
命
兒
天
之
夷
鳥
命
爾
布
都
怒
志
命
乎
副
弖
天
降
遣
弖
荒
布
留
神
等
乎
撥
平

介
、
國
作
之
大
神
乎
毛
媚
鎮
弖
大
八
嶋
國
現
事
顯
事
令
事
避
支
。　

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神
が
ニ
ニ
ギ
に
地
上
の
支
配
権
を
与
え
た
と
き
に
、
出
雲
臣
ら
の
遠
祖
で
あ
る
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
を

地
上
の
視
察
に
派
遣
し
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
は
、
地
上
を
く
ま
な
く
視
察
し
て
、
地
上
が
荒
々
し
く
騒
が
し
い
国
で
あ
る
こ

と
を
報
告
し
、
自
分
の
子
で
あ
る
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
に
フ
ツ
ヌ
シ
神
を
副
え
て
地
上
へ
派
遣
し
国
譲
り
を
成
功
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
を
一
見
し
て
ま
ず
気
づ
く
点
は
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
お

い
て
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
国
譲
り
の
使
者
と
し
て
天
降
っ
て
三
年
間
、
復
奏
し
な
か
っ
た
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
出
雲

国
造
神
賀
詞
」
で
は
、
地
上
の
様
子
を
き
ち
ん
と
視
察
し
、
そ
れ
を
高
天
原
に
報
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
自

ら
の
子
を
地
上
の
平
定
の
た
め
に
天
降
り
さ
せ
、
フ
ツ
ヌ
シ
神
と
共
に
国
譲
り
に
尽
力
さ
せ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
で
は
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
の
子
と
し
て
、
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
ア
メ

ノ
ホ
ヒ
神
の
御
子
神
と
し
て
は
、『
日
本
書
紀
』
の
本
文
に
お
い
て
、
オ
オ
セ
ビ
ノ
ミ
ク
マ
ノ
ウ
シ
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神

（
8
）
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9
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が
復
奏
し
な
か
っ
た
の
で
、
代
っ
て
オ
オ
セ
ビ
ノ
ミ
ク
マ
ノ
ウ
シ
が
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
復
命
し
な
か
っ
た
と
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
と
オ
オ
セ
ビ
ノ
ミ
ク
マ
ノ
ウ
シ
と
で
は
果
た
し
た
役
割
が
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
両
神
の
関
係
に

つ
い
て
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
に
関
し
て
は
、『
日
本
書
紀
』
の
崇
神
天
皇
六
〇
年
秋
七
月
条
に
、

　
　

武
日
照
命
。
一
云
。
武
夷
鳥
。

又
云
。
天
夷
鳥
。

従
天
将
来
神
宝
。
蔵
于
出
雲
大
神
宮
。　

と
あ
り
、
タ
ケ
ヒ
ナ
ト
リ
神
と
も
タ
ケ
ヒ
ナ
テ
ル
神
と
も
称
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
崇
神
紀
六
〇
年
条
か
ら
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト

リ
神
が
天
よ
り
将
来
し
た
神
宝
が
出
雲
大
社
に
納
め
ら
れ
て
い
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
も
ま
た
高
天
原
か
ら
天
降
っ
た
神

と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
と
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
は
、
親
子
関
係
で
あ
る
と
同
時
に
、
両
神
と
も
出
雲

国
造
の
祖
と
さ
れ
る
神
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
先
述
し
た
よ
う
に
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
お
い
て
、
国
譲
り
の
場
面
で
大

い
に
貢
献
す
る
神
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
が
奏
上
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
と
あ
ま
り
に
も
か
け
は
な
れ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
果
た
し

て
許
さ
れ
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
が
『
延
喜
式
』
に
所
載
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
り
、
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
か
は
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

四
、
記
・
紀
と
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て

　
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
と
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
譲
り
神
話
の
部
分
を
と
り
あ
げ
て
紹
介
し
て
き
た
が
、
い
ま
そ
れ

ら
を
表
に
す
る
と
次
項
の
よ
う
に
な
る
。
表
に
し
て
あ
ら
た
め
て
み
る
と
全
体
像
が
み
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
従
来
、『
古
事
記
』
や
『
日

本
書
紀
』
で
は
、
復
命
を
し
な
か
っ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
が
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
で
は
一
転
し
て
忠
実
に
任
務
を
果

（
10
）
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た
し
て
い
る
点
が
大
き
な
相
違
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

ち
な
み
に
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
で
は
三
年
間
、
復
奏
し
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
こ
と

に
こ
だ
わ
っ
て
、
最
後
ま
で
復
奏
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
と
す
る
考
え
も
成
り
立
つ
余
地
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

三
年
以
後
に
復
奏
し
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
が
二
番
手
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
は
八
年

〔
国
譲
り
神
話
の
概
要
〕

古　

事　

記

日
本
書
紀
・
本
文

日
本
書
紀
・
第
一
の
一
書

日
本
書
紀
・
第
二
の
一
書

日
本
書
紀
・
第
六
の
一
書

出
雲
国
造
神
賀
詞

司令神
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神

ア
マ
テ
ラ
ス
大
神

（
天
神
）

天
神

（
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神
）

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神

派遣される神
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神

　
　

⇦

ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ

　
　

⇦

タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
神

ア
メ
ノ
ト
リ
フ
ネ
神

ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神

　
　

⇦

オ
オ
セ
ビ
ノ
ミ
ク
マ
ノ
ウ
シ

（
タ
ケ
ミ
ク
マ
ノ
ウ
シ
）

　
　

⇦

ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ

　
　

⇦

タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
神

フ
ツ
ヌ
シ
神

ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ

　
　

⇦

タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
神

フ
ツ
ヌ
シ
神

フ
ツ
ヌ
シ
神

タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
神

ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ

（
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
）

　
　

⇦

ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神

フ
ツ
ヌ
シ
神

地上の対応神
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神

コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
神

タ
チ
ミ
ナ
カ
タ
神

オ
オ
ナ
ム
チ
神

コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
神

オ
オ
ナ
ム
チ
神

コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
神

オ
オ
ナ
ム
チ
神

オ
オ
ナ
モ
チ
神
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の
間
、
復
奏
し
な
か
っ
た
た
め
、
罰
と
し
て
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
が
高
天
原
か
ら
天

降
っ
て
三
年
以
後
に
復
命
し
た
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、『
日
本
書
紀
』
の
本
文
に
あ
る
よ
う
に
、
ア
メ
ノ
ホ

ヒ
神
が
三
年
に
至
る
ま
で
復
命
し
な
か
っ
た
た
め
、
子
の
オ
オ
セ
ビ
ノ
ミ
ク
マ
ノ
ウ
シ
を
派
遣
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
、
そ
の
オ
オ
セ
ビ
ノ
ミ

ク
マ
ノ
ウ
シ
も
父
と
同
様
に
復
奏
し
な
か
っ
た
と
あ
る
点
か
ら
も
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
が
天
降
っ
て
三
年
以
後
に
高
天
原
に
復
命
し
た
と
は
考
え
に

く
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
と
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
と
に
み
ら
れ
る
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
像
に
は
大
き
な
ギ
ャ
ッ

プ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘
は
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
ギ
ャ
ッ
プ
が

み
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
確
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
伝
承
が

残
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
き
わ
め
て
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
。
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
限
界
が
あ
る
た
め
、
い
つ

し
か
こ
う
し
た
一
般
論
的
解
釈
が
通
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、少
な
く
て
も
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
一
〇
〇
年
間
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
、朝
廷
の
場
に
お
い
て
、『
古
事
記
』
や
『
日

本
書
紀
』
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
神
話
、
そ
れ
も
国
譲
り
神
話
と
い
う
特
殊
で
か
つ
重
要
な
神
話
に
関
し
て
、
出
雲
国
造
が
奏
上
し
つ
づ
け
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
き
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
疑
念
が
わ
い
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
こ
で
、
再
度
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
目
を
や
る
な
ら
ば
、
興
味
深
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
れ
は
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
の
役
割
で
あ
る
。

「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
を
注
視
す
る
と
、
な
る
ほ
ど
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神
の
命
を
う
け
て
地
上
へ
最
初
に
天
降
る
の
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
で
あ
る
。

し
か
し
、ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
の
役
割
は
先
に
み
た
よ
う
に
地
上
の
視
察
で
あ
っ
て
、国
譲
り
の
交
渉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、『
古
事
記
』

に
お
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
の
命
を
う
け
て
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
神
が
地
上
の
状
況
を
天
浮
橋
の
上
に
立
っ
て
観
察
し
た
の
と
類
似
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
が
国
譲
り
の
交
渉
の
前
に
地
上
を
視
察
す
る
と
い
う
展
開
は
、
な
に
も
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
み
に
み

ら
れ
る
特
殊
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
司
令
す
る
神
や
派
遣
さ
れ
る
神
に
相
違
は
あ
る
も
の
の
、『
古
事
記
』
も
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
て
い
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る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
再
び
目
を
や
る
な
ら
ば
、
地
上
の
視
察
を
終
え
、
荒
々
し
く
て
騒
が
し
い
地
上
に
自
分
の
子
で
あ
る
ア
メ
ノ
ヒ
ナ

ト
リ
神
を
平
定
者
と
し
て
送
り
、
こ
れ
に
フ
ツ
ヌ
シ
神
を
同
行
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
お
い
て
は
、
国
譲
り
の
使

者
は
厳
密
に
い
え
ば
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
で
は
な
く
、
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
と
フ
ツ
ヌ
シ
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
出
雲
国
造
家
の
祖
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
と
も
そ
の
子
の
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
と
も
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出

雲
国
造
に
と
っ
て
は
、ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
が
国
譲
り
の
使
者
と
し
て
活
躍
し
て
も
何
ら
不
都
合
が
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

先
に
み
た
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
は
、
出
雲
臣
ら
の
「
遠
祖
」
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ア

メ
ノ
ホ
ヒ
神
が
国
譲
り
の
使
者
と
し
て
功
績
を
残
し
た
方
が
、
出
雲
国
造
に
と
っ
て
は
栄
誉
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は

な
く
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
は
、
い
う
な
れ
ば
国
譲
り
の
た
め
の
事
前
調
査
を
し
、
メ
イ
ン
の
国
譲
り
は
子
の
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
が
お
こ
な
っ
た

と
い
う
、
非
常
に
遠
回
し
の
い
い
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
で
の
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
の
描
か
れ
方
は
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
で
の
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
を
多
分
に
意
識

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
記
・
紀
で
は
高
天
原
へ
の
復
命
を
お
こ
た
っ
た
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
の
不
名
を

記
す
こ
と
な
く
、
さ
り
と
て
国
譲
り
を
お
こ
な
っ
た
神
と
も
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
の
子
で
、
フ
ツ
ヌ
シ
神
と
共
に
国
譲
り
に
貢
献
し
た
と
さ
れ
て
い
る
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
は
、
崇
神
紀
六
〇
年
条
に

あ
る
よ
う
に
、
高
天
原
か
ら
神
宝
を
持
っ
て
天
降
っ
た
神
で
あ
る
が
、
父
の
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
ほ
ど
知
ら
れ
た
神
で
は
な
い
。
い
う
な
れ
ば
、
ア

メ
ノ
ホ
ヒ
神
は
出
雲
国
造
家
に
と
っ
て
祖
神
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
記
・
紀
神
話
に
お
い
て
も
存
在
感
を
も
つ
神
と
い
え
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
は
、
記
・
紀
神
話
の
神
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
出
雲
国
造
家
の
神
と
い
う
色
彩
が
強
い
。
そ
の
出
雲
国
造

家
側
が
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
お
い
て
、
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
が
国
譲
り
の
さ
い
に
貢
献
し
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
氏
族
伝
承
と

考
え
れ
ば
記
・
紀
神
話
を
否
定
す
る
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
ず
、
む
し
ろ
出
雲
国
造
と
し
て
は
当
然
と
み
な
さ
れ
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
中
で
、
出
雲
国
造
の
遠
祖
で
あ
る
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
が
、
国
譲
り
の
さ
い
の
直
接
的
な
功

労
神
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
子
の
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
が
国
譲
り
を
な
し
た
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
単

な
る
氏
族
伝
承
の
叙
述
で
は
な
く
、
多
分
に
考
え
尽
さ
れ
た
意
識
の
も
と
で
の
叙
述
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
を
読
み
こ
め
ば
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
国
譲
り
神
話
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、

い
わ
れ
る
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
番
の
問
題
点
は
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
の
扱
い
方
で
あ
っ
た
が
、「
出
雲
国

造
神
賀
詞
」
で
は
、
国
譲
り
の
た
め
の
事
前
視
察
と
い
う
役
割
を
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
・
紀
神
話
と
の
対
立
を
う
ま

く
回
避
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
で
は
な
く
、
そ
の
子
で
出
雲
国
造
家
の
神
で
あ
る
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
を
国
譲
り
に

貢
献
し
た
神
と
し
て
そ
の
功
績
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
出
雲
国
造
家
が
天
皇
家
に
対
し
て
い
か
に
貢

献
し
て
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
主
張
に
他
な
ら
な
い
。

五
、
結　

語

　
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
み
ら
れ
る
国
譲
り
神
話
に
お
い
て
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
の
働
き
が
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
る
ア
メ

ノ
ホ
ヒ
神
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
従
来
の
見
解
に
つ
い
て
考
え
を
の
べ
て
み
た
。
つ
ま
り
、
記
・
紀
神
話
の
国
譲
り
で
は
高
天
原

か
ら
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
で
は
、
十
分
に
貢
献

し
て
お
り
、
記
・
紀
と
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
と
の
間
に
は
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
と
す
る
の
が
従
来
の
見
解
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
を
注
視
す
る
な
ら
ば
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
は
、
国
譲
り
の
使
者
と
し
て
の
任
務
を
お
び
て
お
ら
ず
、
国
譲
り

の
前
段
階
の
視
察
を
命
じ
ら
れ
た
神
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
神
は
国
譲
り
に
直
接
的
に
関
わ
っ
て

は
い
な
い
と
い
え
る
。
こ
う
と
ら
え
る
と
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
と
は
問
題
が
お
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
子
の
ア
メ
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ノ
ヒ
ナ
ト
リ
神
を
国
譲
り
を
お
こ
な
っ
た
神
と
し
て
、
出
雲
国
造
家
の
功
績
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
の
が
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
と
い
え
る
。

　

も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
解
釈
は
、『
延
喜
式
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
雲
国
造
に
よ
る

こ
の
神
賀
詞
奏
上
の
開
始
が
、
史
料
上
の
初
見
で
あ
る
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
と
考
え
て
大
過
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
神
賀
詞
の
内
容

が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
問
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
延
喜
式
』
所
載
の
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
が
そ
の
ま
ま
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
当
時
の
内
容
で
あ
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
。
と
い
う
の
は
、
出
雲
国
造
に
よ
る
神
賀
詞
奏
上
が
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
一
〇
〇
年
あ
ま
り
の
間
に
こ
の
奏
上
儀
礼
に
変
化

が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
の
奏
上
の
さ
い
は
、神
祇
大
副
の
中
臣
広
足
が
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
を
奏
聞
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
は
天
皇
の
出
御
の
も
と
で
出
雲
国
造
が
神
賀
詞
を
奏
上
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
儀
礼
と
し
て
の

「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
奏
上
は
、
回
を
追
う
ご
と
に
整
備
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
神
賀
詞
そ
の
も
の
も
修
正
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、『
延
喜
式
』
に
み
ら
れ
る
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
国
譲
り
神
話
の
部
分
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
の
段
階
で
す
で
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
そ
も
そ
も
出
雲
国
造
が
神
賀
詞
を
奏
上
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
別
に
論
じ
た
よ
う
に
、
出
雲
国
造
家
側
か
ら
の
国
家
へ
の

自
己
ア
ピ
ー
ル
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
の
家
が
こ
れ
ま
で
天
皇
家
・
国
家
へ
果
た
し
て
き
た
功
績
は
す
べ
て

の
べ
る
の
が
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
譲
り
神
話
の
中
で
自
家
の
祖
先
が
果
た
し
た
こ
と
は
当
初
か
ら
記
さ
れ
て
い
た
と
す

る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
出
雲
国
造
家
に
伝
わ
る
氏
族
伝
承
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
る
国
譲
り
神
話
と
の
間
に
問
題
が
起
こ
り
そ
う
に
み
え
な
が
ら
、
そ

れ
を
微
妙
に
回
避
し
て
い
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
調
整
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
先
に
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
に
出
雲
果
安
が
神
賀
詞
の
奏
上
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
と
き
、
そ
れ
に
関
与
し
た
人
物
と
し
て

（
11
）

（
12
）
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忌
部
子
首
が
い
た
の
で
は
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
忌
部
子
首
は
帝
紀
・
旧
辞
に
も
詳
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
子
首
に
よ
っ
て

「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
国
譲
り
神
話
の
部
分
が
記
・
紀
と
の
間
に
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に
調
整
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
推
測
に
推
測
を
重
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
み
ら
れ
る
国
譲
り
神
話
に
関
し
て
私
見
を
の
べ
て

み
た
。
論
じ
残
し
た
点
も
多
い
が
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

尚
、
本
稿
は
平
成
二
二
年
度
駒
澤
大
学
特
別
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
、
当
局
お
よ
び
関
係
の
方
々
に
感
謝
申
し

上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　

註

（
1
）　
『
古
事
記
』
国
譲
り
の
段
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
三
六
頁
。

（
2
）　
『
日
本
書
紀
』
神
代
下
（
天
孫
降
臨
）
条
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）
五
九
〜
六
〇
頁
。

（
3
）　

右
同
書
六
六
頁
。

（
4
）　

右
同
書
七
二
頁
。

（
5
）　

右
同
書
七
三
頁
。

（
6
）　

右
同
書
八
〇
〜
八
一
頁
。

（
7
）　

瀧
音
能
之
『
古
代
出
雲
の
社
会
と
交
流
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
）
二
三
四
〜
二
六
〇
頁
。

（
8
）　
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
二
月
一
〇
条
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
）
六
四
頁
。

（
9
）　

山
田
孝
雄
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
義
解
』（
出
雲
大
社
教
教
務
本
庁
、
一
九
六
〇
年
）
九
〜
一
〇
頁
。

（
10
）　
『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
六
〇
年
秋
七
月
条
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）
一
六
九
頁
。

（
11
）　

ち
な
み
に
、
史
料
上
み
る
こ
と
の
で
き
る
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
奏
上
の
事
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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①
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
二
月
十
日
条

　
　
　
　

 

出
雲
国
々
造
外
正
七
位
上
出
雲
臣
果
安
。
斎
竟
奏
神
賀
事
。
神
祇
天
副
中
臣
朝
臣
人
足
。
以
其
詞
奏
聞
。
是
日
。
百
官
斎
焉
。
自
果
安
至
祝

部
。
一
百
一
十
余
人
。
進
位
賜
禄
各
有
差
。

　
　
　

②
『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
正
月
二
十
七
日
条

　
　
　
　

出
雲
国
造
外
従
七
位
下
出
雲
臣
広
島
奏
神
賀
辞
。

　
　
　

③
『
続
日
本
紀
』
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
二
月
二
日
条

　
　
　
　

 

出
雲
国
造
従
六
位
上
出
雲
臣
広
島
斎
事
畢
。
献
神
社
剣
鏡
并
白
馬
鵠
等
。
広
島
并
祝
二
人
並
進
位
二
階
。
賜
広
島
絁
廿
疋
。
綿
五
十
屯
。
布

六
十
端
。
自
余
祝
部
一
百
九
十
四
人
禄
各
有
差
。

　
　
　

④
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
二
月
四
日
条

　
　
　
　

 

天
皇
御
大
安
殿
。
出
雲
国
造
外
正
六
位
上
出
雲
臣
弟
山
奏
神
斎
賀
事
。
授
弟
山
外
従
五
位
下
。
自
余
祝
部
叙
位
有
差
。

　
　
　
　

並
賜
絁
綿
。
亦
各
有
差
。

　
　
　

⑤
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
二
月
二
十
二
日
条

　
　
　
　

出
雲
国
造
出
雲
臣
弟
山
奏
神
賀
事
。
進
位
賜
物
。

　
　
　

⑥
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
二
月
十
四
日
条

　
　
　
　

幸
東
院
。
出
雲
国
造
従
六
位
下
出
雲
臣
益
方
奏
神
賀
事
。
仍
授
益
方
外
従
五
位
下
。
自
余
祝
部
等
。
叙
位
賜
物
有
差
。

　
　
　

⑦
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
二
月
五
日
条

　
　
　
　

出
雲
国
々
造
外
正
五
位
下
出
雲
臣
益
方
奏
神
賀
事
。
授
外
従
五
位
上
。
賜
祝
部
男
女
百
五
十
九
人
爵
各
一
級
。
禄
亦
有
差
。
…
…
（
後
略
）

　
　
　

⑧
『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
二
月
十
八
日
条

　
　
　
　

出
雲
国
々
造
外
正
八
位
上
出
雲
臣
国
成
等
奏
神
賀
事
。
其
偽
如
常
。
授
国
成
外
従
五
位
下
。
自
外
祝
等
。
進
階
各
有
差
。

　
　
　

⑨
『
続
日
本
紀
』
延
暦
五
年
（
七
八
六
）
二
月
九
日
条

　
　
　
　

出
雲
国
々
造
外
正
八
位
上
出
雲
臣
国
成
等
奏
神
賀
事
。
其
偽
如
常
。
賜
国
成
及
祝
部
物
各
有
差
。

　
　
　

⑩
『
類
聚
国
史
』
巻
十
九
、
神
祇
十
九
、
国
造
条

　
　
　
　
〈
延
暦
十
四
年
（
七
九
五
）
二
月
二
十
六
日
〉
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出
雲
国
々
造
外
正
六
位
上
出
雲
臣
人
長
特
授
外
従
五
位
上
。
以
縁
遷
都
奏
神
賀
事
也
。

　
　
　

⑪
『
類
聚
国
史
』
巻
十
九
、
神
祇
十
九
、
国
造
条

　
　
　
　
〈
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
閏
正
月
二
十
六
日
〉

　
　
　
　

出
雲
国
造
外
奏
神
賀
事
。

　
　
　

⑫
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
三
月
二
十
七
日
条

　
　
　
　

出
雲
国
造
外
従
七
位
下
出
雲
臣
旅
人
授
外
従
五
位
下
。
縁
神
賀
事
也
。

　
　
　

⑬
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
三
月
十
五
日
条

　
　
　
　

御
大
極
殿
。
出
雲
国
造
外
従
五
位
下
出
雲
臣
旅
人
奏
神
賀
辞
。
并
有
献
物
。
賜
禄
如
常
。

　
　
　

⑭
『
類
聚
国
史
』
巻
十
九
、
神
祇
十
九
、
国
造
条

　
　
　
　
〈
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
四
月
二
日
条
〉

　
　
　
　

皇
帝
御
大
極
殿
。
覧
出
雲
国
々
出
雲
臣
豊
持
所
献
五
種
神
宝
。
兼
所
出
雑
物
。
還
宮
従
豊
持
従
六
位
下
。

　
　
　

⑮
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
（
八
三
三
）
四
月
二
十
五
日
条

　
　
　
　

 

出
雲
国
司
率
国
造
出
雲
豊
持
等
奏
神
寿
。
并
献
白
馬
一
疋
。
生
雉
一
翼
。
高
机
四
前
。
倉
代
物
五
十
荷
。
天
皇
御
大
極
殿
。
受
其
神
寿
。

（
12
）　

瀧
音
能
之
『
古
代
出
雲
の
社
会
と
交
流
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
）
二
三
四
頁
〜
二
六
〇
頁
。


